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議事日程（第１号） 

         日程第１  会議録署名議員の指名 

         日程第２  会期の決定 

         日程第３  議案の上程 

         日程第４  提案理由説明 

         日程第５  議案審議 

               １、報告第８号 令和４年度一般財団法人野辺地町観光協会事業 

                       報告及び決算について 

               ２、議案第44号 令和５年度野辺地町一般会計補正予算（第３号） 

               ３、議案第45号 工事の請負契約の件（野辺地漁港荷さばき施設 

                       改築工事） 

         日程第６  閉会 

 

会議録署名議員の氏名 

         議長は会議録署名議員に次の２名を指名した 

          ４番     村  中  玲  子 

         １０番     大  湊  敏  行 

 

町長の提出議案   

         報告第８号 令和４年度一般財団法人野辺地町観光協会事業報告及び決算につ 

               いて 

         議案第44号 令和５年度野辺地町一般会計補正予算（第３号） 

         議案第45号 工事の請負契約の件（野辺地漁港荷さばき施設改築工事） 

 

議会の提出議案  な    し 

 

会議に付した議案 

         報告第８号 令和４年度一般財団法人野辺地町観光協会事業報告及び決算につ 

               いて 

         議案第44号 令和５年度野辺地町一般会計補正予算（第３号） 

         議案第45号 工事の請負契約の件（野辺地漁港荷さばき施設改築工事） 
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    ◎開会及び開議の宣告 

〇議長（岡山義廣君） 改めておはようございます。ただいまから令和５年第５回野辺地町議会臨

時会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

                                  （午前 ９時２９分） 

                                           

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（岡山義廣君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第109条の規定により、４番、村中玲子君、10番、大湊敏行君を指

名いたします。 

                                           

    ◎会期の決定 

〇議長（岡山義廣君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りいたします。議会運営委員会で会期日程について審議した結果を事前に皆様に配付してお

ります。本臨時会の会期は本日１日としたいと思います。ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」の声あり〕 

〇議長（岡山義廣君） ご異議なしと認めます。 

 会期は本日１日と決定しました。 

                                           

    ◎議案の上程、提案理由説明 

〇議長（岡山義廣君） 日程第３、議案の上程でありますが、報告第８号、議案第44号、議案第45号

を一括上程します。 

 日程第４、町長から提案理由の説明を求めます。 

 はい、町長、どうぞ。 

〇町長（野村秀雄君） 皆さん、おはようございます。本日ここに、令和５年第５回町議会臨時会

を招集しましたところ、議員各位には、ご多用のところご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 先日の愛宕公園におきますイルミネーション事業におきまして、点灯式にご出席をいただきまし

てありがとうございます。お盆を挟んで、いよいよ今年は４年ぶりののへじ祇園まつりが開催され

る予定となっておりますので、引き続き皆様にはご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、本臨時会に上程されました議案につきまして、その概要をご説明申し上げ、ご審議の

参考に供したいと存じます。 



- 5 - 

 最初に、報告第８号は、令和４年度一般財団法人野辺地町観光協会事業報告及び決算についてで

あります。地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、政令で定める法人について、その事業

報告及び決算を議会にご報告するものであります。 

 令和４年度における一般正味財産は、経常収益が4,224万6,000円余り、経常費用が3,368万5,000円

余りで、経常外費用及び期首残高を加除した期末残高は1,249万円余りとなりました。 

 次に、議案第44号は、令和５年度野辺地町一般会計補正予算（第３号）であります。既定の予算

の総額に、歳入歳出それぞれ130万円を追加し、予算の総額を88億7,040万円といたしました。 

 歳入では、当該補正予算の財源調整のため財政調整基金繰入金を130万円増額し、歳出ではのへ

じ祇園まつりの誘導等に係る職員の時間外勤務手当を24万円、町商工会が開催する花火大会事業に

対する補助金を100万円計上したほか、商店街の活性化等を目的とするまちなか元気事業補助金を

下町商店会の30周年記念事業実施に伴い６万円増額いたしました。 

 次に、議案第45号は、工事の請負契約の件であります。野辺地漁港荷さばき施設改築工事の請負

契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第１項第５号及び野辺地町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案するものであります。 

 以上、上程されました議案につきまして、その概要をご説明申し上げましたが、議事の進行に伴

い本職並びに関係職員から詳細ご説明申し上げますので、何とぞ慎重ご審議の上、御議決賜ります

ようお願いを申し上げ、提案理由といたします。 

                                           

    ◎議案審議 

〇議長（岡山義廣君） 日程第５、議案審議を行います。 

 報告第８号 令和４年度一般財団法人野辺地町観光協会事業報告及び決算についてを議題としま

す。 

 産業振興課長より説明を求めます。 

 はい、どうぞ。 

〇産業振興課長（長根一彦君） おはようございます。それでは、議案書１ページをお願いいたし

ます。報告第８号は、令和４年度一般財団法人野辺地町観光協会事業報告及び決算についてであり

ます。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、事業報告及び決算を報告するものであります。お

手元の報告第８号別冊資料でご説明申し上げます。準備の上、１ページ目をお願いいたします。 

 このページには、令和４年度に実施を計画しておりました事業と、その実績を記載しております。

令和４年度も新型コロナウイルス感染症の対策として、事業の中止、実施した事業におきましても

一部もしくは規模を縮小しての実施となっております。 
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 次に、決算についてご報告申し上げます。２ページのＡ３判、正味財産増減計算書でご報告申し

上げます。 

 なお、３ページ目に内訳書を添付しておりますので、決算の概要と主なる項目のみ説明とし、内

容は割愛させていただきます。 

 それでは、２ページ目、左上の一般正味財産増減の部、１、経常増減の部、（１）、経常収益で

ございますが、経常収益の総額は4,224万6,910円となっております。主なる収益ですが、売店や外

販などの事業収益は687万792円、昨年度と比較し176万7,000円ほど増えておりますけれども、これ

は人の動きが出てきたことによる売店利用やふるさと納税の返礼品で利用していただけたこと、さ

らには外販等に出る機会があったことなどにより、コロナの影響が少し収まりを見せたことで売上

げが増となったものと考えております。 

 続きまして、受け取り補助金は、町からの補助金となり1,498万1,000円、次の段の雑収益は、請

負事業からの請負手数料などで200万6,960円、次の繰入金は47万1,946円で事業費負担分や各事業

会計から各種事業に関わる請負手数料を一般会計へ繰り入れたものとなっております。 

 次の管理委託料は、ＰＲセンターの一部管理委託に関わるもの、受託料の1,335万3,962円は事業

報告ナンバー15の④から⑧までの事業の受託に関わるものです。 

 次に、（２）、経常費用でございますが、経常費用の総額は3,368万2,583円となっております。

うち事業費は、各種事業に関わる事務事業経費をはじめ、地域おこし協力隊、ＰＲセンターの一部

管理などに要する経費に支出したものであり2,546万4,320円、また中段のやや下、グレーの網かけ

部分の管理費につきましては、町観光協会の運営に関わる経費で、職員給料並びに福利厚生費など

の附帯経費で821万8,263円となっております。 

 なお、管理費、昨年度と比較し381万円ほど減となっておりますが、職員の育児休暇取得が主な

理由となっております。 

 続きまして、管理費の次の網かけ部分となります経常費用計の次の段に記載の評価損益等調整前

当期経常増減額は、経常収益から経常費用を差し引いたもので856万4,327円となりますが、この額

から２、経常外増減の部、（２）、経常外費用に記載されております補助金返還損失、令和３年度

の町補助金返還分です、242万4,615円と、４つ下の段に記載の法人税等48万7,800円を差し引きま

した当期一般正味財産増減額は565万1,912円となり、これに一般正味財産期首残高を加えた一般正

味財産期末残高は1,249万893円となりました。この期末残高に下から２段目記載の町からの出資金

であります指定正味財産期末残高300万円を加えた正味財産期末残高は1,549万893円となっており

ます。 

 以上、ご報告申し上げます。 

〇議長（岡山義廣君） 報告第８号は報告事項でありますが、質疑あれば許可します。質疑ありま
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せんか。 

 11番、赤垣義憲君、どうぞ。 

〇11番（赤垣義憲君） 地域おこし協力隊のことについてちょっとお伺いします。 

 町の予算で地域おこし協力隊コーディネート業務というのに大体1,000万円弱支出しているので

すが、それとは別に観光協会への補助金もあります。大体令和４年は1,400万円余り、これで今の正

味財産増減計算書の経常費用のほうに地域おこし協力隊賃金等、それから地域おこし協力隊活動に

係る旅費等とありますが、この観光協会で支出する分と町が支出する分、地域おこし協力隊に対し

て、この線引きというのはどうなっているのか、ちょっと教えてもらいたいのですけれども。 

〇議長（岡山義廣君） どうぞ、課長。 

〇産業振興課長（長根一彦君） お答えいたします。 

 基本的に観光部門の地域おこし協力隊につきましては、観光協会への委託で実施するということ

にしておりまして、１人当たり480万円、当初予算ではたしか２名分計上していたはずなのですけ

れども、今回横井さんの分しか実際の行動がないが、観光協会への委託で事業をやっているという

ことになります。 

 以上です。 

〇議長（岡山義廣君） 11番、赤垣義憲君。 

〇11番（赤垣義憲君） 初歩的なというか、この決算等につきまして、今議会に報告があったので

すけれども、これは観光協会の総会みたいなところで承認されての議会に持ってきた決算書でしょ

うか。 

〇議長（岡山義廣君） はい、課長、どうぞ。 

〇産業振興課長（長根一彦君） お答えします。 

 はい、そのとおり理事会とか評議会を経て今回ご報告させていただいております。 

〇議長（岡山義廣君） ほかにございませんか。 

            〔「なし」の声あり〕 

〇議長（岡山義廣君） これで質疑を終わります。 

 議案第44号 令和５年度野辺地町一般会計補正予算（第３号）を議題とします。 

 副町長の説明を求めます。 

 はい、どうぞ。 

〇副町長（江刺家和夫君） それでは、議案第44号は、令和５年度野辺地町一般会計補正予算（第

３号）であります。 

 お手元の別冊予算書でご説明を申し上げます。既定の予算の総額に、歳入歳出それぞれ130万円

を追加し、予算の総額を88億7,040万円といたしました。 
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 まず、歳入について、５ページをお願いいたします。18款繰入金、２項１目１節財政調整基金繰

入金は、130万円を追加いたしました。本補正予算における財源調整であります。 

 続いて、歳出について、６ページになります。７款商工費、１項１目商工総務費、３節職員手当

等の時間外勤務手当は、祇園まつりの運行に係る警備などを行うもので、24万円を計上いたしまし

た。 

 18節負担金、補助及び交付金の町商工会花火大会事業補助金は、商工会が主催するにぎわい商工

まつりの前夜祭として花火大会を開催することとしており、打ち上げ経費の一部を補助するもので、

100万円を計上いたしました。 

 ８目元気のへじ事業費の18節負担金、補助及び交付金、まちなか元気事業補助金は、下町商店会

が30周年記念事業を行うことから、補助金を上乗せするもので、６万円を追加いたしました。 

 以上が補正予算の概要であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（岡山義廣君） 質疑を行います。質疑ありませんか。 

 11番、赤垣義憲君。 

〇11番（赤垣義憲君） ５ページの財政調整基金繰入金についてお伺いします。 

 繰入れ後の残高を教えてください。 

〇議長（岡山義廣君） 財政課長。 

〇企画財政課長（秋島祐成君） お答えいたします。 

 財政調整基金、今補正の額を繰入れ後の残高でございますが、６億6,919万2,000円となる見込み

でございます。 

〇議長（岡山義廣君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「なし」の声あり〕 

〇議長（岡山義廣君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

            〔「なし」の声あり〕 

〇議長（岡山義廣君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第44号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異義なし」の声あり〕 

〇議長（岡山義廣君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 

 議案第45号 工事の請負契約の件を議題とします。 

 産業振興課長から説明を求めます。 
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 はい、どうぞ。 

〇産業振興課長（長根一彦君） それでは、議案書の３ページをお願いいたします。 

 議案第45号は、工事の請負契約の件であります。野辺地漁港荷さばき施設改築工事の請負契約を

するため、地方自治法第96条第１項第５号及び野辺地町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定に基づいて議会の議決を求めるものであります。 

 議案書４ページをお願いいたします。１、工事の名称、野辺地漁港荷さばき施設改築工事、２、

工事の場所、野辺地町字米内沢地内、３、契約の方法、指名競争入札、４、請負代金、４億1,360万

円、５、契約の相手方、青森県上北郡七戸町字後平150番地62、株式会社工藤組、代表取締役、番

場宗幸であります。 

 続きまして、議案書の６ページをお開き願います。また、併せて別冊参考図書のほうも準備いた

だき、１ページをお願いいたします。議案書６ページは参考資料となり、このページを用いて補足

説明いたします。３、工事概要等ですが、野辺地漁港荷さばき施設の改築工事一式として、既存施

設の解体、外構など含む工事となります。新しい建屋は、鉄骨造、一部２階建て、延べ床面積

762.9736平方メートル、最高高さ8.04メートル、１階の床面積606.11平方メートルで、機械室、休

憩室、荷さばきエリア及び出荷ヤードとなっております。２階の床面積156.8636平方メートル、事

務室などを配置しております。 

 別冊の参考図書１ページ目をお願いします。完成イメージ図となっております。右上に大型のト

ラックが入っている場所が先ほど出荷ヤードと説明した場所です。長さ11メートル、幅6.5メートル、

最高高さ5.703メートルとなります。出荷ヤード以外の建屋は、これまでは開放型の施設であったも

のを衛生管理の高度化を図るため密閉型とし、長さ36メートル、幅15メートルの箱形の施設となり

ます。 

 参考図書２ページ目、お願いいたします。参考図書２ページ目は、各方位からの立面図となって

おります。 

 続きまして、３ページ目をお願いいたします。３ページ目には、平面図をつけておりますけれど

も、上が２階、下が１階となります。 

 大変申し訳ありませんけれども、また議案書のほう６ページにお戻り願います。議案書６ページ、

４、工事期間は、議会で議決し、本契約の意思表示をした日から令和６年３月22日までを予定して

おります。 

 ２つ飛ばした７、契約手続の状況ですが、指名競争入札で、令和５年７月25日に入札を行いまし

た。 

 ７ページをお願いいたします。７ページには、予定価格や入札の状況を記載しておりますので、

ご確認願います。 
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 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（岡山義廣君） 質疑を行います。質疑ありませんか。 

 11番、赤垣義憲君。 

〇11番（赤垣義憲君） この入札の落札率は何％ですか。 

〇議長（岡山義廣君） 課長、どうぞ。 

〇産業振興課長（長根一彦君） 回答いたします。 

 落札率は99.23％です。 

〇議長（岡山義廣君） ３番、木戸忠勝君。 

〇３番（木戸忠勝君） この工事に国とか県の補助というのは何かあるのですか。 

〇議長（岡山義廣君） 産業課長、どうぞ。 

〇産業振興課長（長根一彦君） お答えいたします。 

 国の補助金が２分の１充てられます。対象経費の２分の１が充てられます。 

 以上です。 

〇議長（岡山義廣君） ３番、木戸忠勝君。 

〇３番（木戸忠勝君） 私初めてなのでちょっと教えてもらいたいのですけれども、業者が10社指

名になっているのだけれども、この業者の指名委員会というか、指名メンバーというの、これどう

いうふうに決めているのですか。 

〇議長（岡山義廣君） 副町長。 

〇副町長（江刺家和夫君） こういう工事関係、入札する場合に、庁内で指名審査会というのを開

催しております。私がトップで関係課長が６名、７名くらいで審査して業者を決定しております。 

〇議長（岡山義廣君） ３番、木戸忠勝君。 

〇３番（木戸忠勝君） それには町長は入っていないということですか、そのメンバーの中には。 

〇議長（岡山義廣君） 副町長、どうぞ。 

〇副町長（江刺家和夫君） トップが副町長になっております。 

〇議長（岡山義廣君） 11番、赤垣義憲君。 

〇11番（赤垣義憲君） 落札率99.23％ということで、非常に高い、ほぼ100％に近い状態だと思う

のですが、これ一般的にはあまり正常とは見ないことが大半だと思うのですけれども、この入札結

果について町はどのように受け止めているのか、ちょっとお聞かせ願います。 

〇議長（岡山義廣君） 副町長、どうぞ。 

〇副町長（江刺家和夫君） ご承知のとおり、今ウクライナ情勢等が長引いているということで、

物価含めた建設資材、労務費がどんどん上がっております。頭打ちになるかなと思ったらそうでな

くて、どんどん上がっている状況であります。そういうのを見越した予定価格はしっかり積算はし
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ているのですが、それでもまだ上がっているので、実はもしかしたら落札しないのではないかとい

う不安を持って入札を執行したところ、無事落札されたことで安心しているところです。 

〇議長（岡山義廣君） そのほかございませんか。 

            〔「なし」の声あり〕 

〇議長（岡山義廣君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

            〔「なし」の声あり〕 

〇議長（岡山義廣君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第45号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異義なし」の声あり〕 

〇議長（岡山義廣君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 

                                           

    ◎閉会の宣告 

〇議長（岡山義廣君） 以上で本臨時会に付議した議案の審議が全部終了しました。 

 これをもって令和５年第５回町議会臨時議会を閉会します。 

                                  （午前 ９時５６分） 

 


